
美作地域の出会い創出！岡山湯郷 Belle応援ツアー企画運営業務仕様書 

 

１ 委託業務名 

  美作地域の出会い創出！岡山湯郷 Belle応援ツアー企画運営業務 

 

２ 業務の目的 

岡山県美作県民局管内の若い世代に向けて出会いの場を提供するとともに、今季な

でしこリーグ 1 部に昇格した岡山湯郷 Belle を応援するため、『岡山湯郷 Belle 応援

ツアー』を実施する。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和７年 12月 26日まで 

 

４ 経費の上限 

  ７１３，５００円（消費税及び地方消費税の額を含む） 

 

５ 業務内容 

  次の内容を盛り込んだツアーを企画立案し、実施すること。 

（１）対象者 

  ・対象者は、岡山県内在住の 20～30代の独身者とする。 

  ・募集人数は、40名（男性 20名、女性 20名）とする。 

  ・応募者多数の場合は、美作県民局管内市町村在住者及び岡山県結婚支援システム 

「おかやま縁むすびネット」未登録者を優先すること。 

（２）参加者の募集 

  ・参加者を広く募集するため、チラシを作成（2,000枚程度/A4サイズ、片面・カ 

ラー印刷）するとともに、具体的な集客方法を提案すること。 

・参加者の応募フォームを作成するなど、応募者の取りまとめを行うこと。 

（３）ツアー内容 

・なでしこリーグ第 21節（岡山湯郷 Belle VSヴィアマテラス宮崎）の観戦を盛り 

込んだツアーを１回開催すること。 

○試合日時：令和７年 10月５日（日）13:00試合開始 

○試合会場：津山陸上競技場（津山市志戸部 245） 

  ・試合開始前に会場入口周辺で開催されるイベント（フットダーツ等）への参加、 

飲食ブース等での昼食購入（1,500円/人）を想定していること。 

 ○イベント： 同 日 11:00～（観客席への入場は 11:30～可能） 

・試合観戦前及び試合観戦後にも参加者が交流できる内容を提案すること。 

必要に応じ、別途会場（カフェ等）を確保し、ドリンク等を提供すること。 

・ツアー参加者に対し、予算の範囲内で記念品（全員）又は賞品（数名）を提供す 

るなど、参加の動機付けとなるような仕掛けを盛り込むこと。 

  ・観戦チケット（前売り券 1,200円/人）を岡山湯郷 Belleから購入すること。 



  ・参加者の集合場所（津山市内を想定）から会場への移動については、借上げバス 

を使用すること。 

    ・万が一に備え、イベント（レクリエーション）傷害保険に加入すること。 

   ※ただし、加入する保険については、岡山県から役務の提供の契約に係る入札参

加除外の措置を受けている者でないこと、または、入札参加除外の措置を受け

ている者を代理する者でないこと。 

  ・雨天時に備え、レインコート（簡易なもので可）を用意すること。 

  ・参加費は一人当たり 2,000円とし、委託金額に含めないものとする。 

  ・その他、本事業が効果的なものとなる独自提案があれば、ツアー内容に盛り込む 

こと。 

（４）その他 

  ・次に係るすべての業務を行うこと。 

①各種準備、会場・その他関係業者等の打合せ 

②参加者の管理（参加受付及び問い合わせ等の対応） 

③参加費の徴収 

④当日の運営（司会進行、必要なスタッフの配置） 

⑤後追い調査（参加者へのアンケートによる成果の確認など） 

⑥報告書の作成（当日の様子がわかる写真を含む） 

 

６ 注意事項 

（１）本業務により得られた情報等すべてについて、本業務の目的以外に使用、流用等 

  をしてはならない。 

（２）本業務の実施に伴い第三者との間に発生したトラブルに対しては、責任をもって

対処すること。 

（３）県は、事業の趣旨に逸脱する行為が認められた場合は、契約の解除等をなすこと

ができるものとする。 

（４）参加者が募集定員に満たない場合は、参加人数に応じて必要となる経費について

は実費精算を要する場合がある。 

（５）本事業に際し制作した資材（チラシ等）の著作権は、原則としてすべて県に帰属 

するものとする。 

（６）本事業の実施により知り得た個人情報については、漏洩等の防止、その他個人情 

  報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、事業の目的以外に使用し 

たり、第三者に提供したりしてはならないこと。 

（７）本業務に係る委託料の使途を明らかにしておくとともに、支出内容を証明する書

類を整備し、本業務終了後５年間に達する年度末まで保管すること。 

（８）感染症の感染状況を総合的に判断し、事業を中止する場合がある。その場合、契

約締結から中止決定時までの準備に要した経費を委託金額として支払うものとす

る。 

（９）本仕様書に定めのない事項や疑義が生じた場合は、県と協議の上、決定するもの

とする。 


